令和８年度新しい村６次化事業スタートアップ支援業務委託仕様書

業務委託名：令和８年度新しい村６次化事業スタートアップ支援業務委託
場所：新しい村（宮代町字山崎地内）ほか
工期：契約日～令和９年３月３１日

１．業務の背景・目的
令和５年３月に策定した新しい村魅力アッププランに基づき、令和８年度から令和１０年度までの３年間で施設の整備や改修を含む新しい村魅力アップ事業を実施する。本業務はその事業の一環として、新しい村を拠点とした６次化・加工施設の整備・運営に向けて、既存品目や栽培方法などの現状把握、新規生産品目のニーズや販売動向などを調査し、候補品目を選定するとともに、６次化・加工施設の運営を行う民間事業者プレサウンディング、	導入設備の検討を行い、町内農作物の高付加価値化及び加工施設の活用方策について整理を行い、運営計画をまとめるものである。	
※新しい村魅力アッププラン
https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000021342.html
※新しい村魅力アップ事業の概要
https://www.town.miyashiro.lg.jp/cmsfiles/contents/0000025/25788/080212shiryo9.pdf

２．業務内容
(1) 加工施設活用等に係る基本方針・検討枠組の
· 新しい村の施設及び町の既存取組状況、これまでの検討の経緯や課題点を把握・確認し、農産物の高付加価値化・加工施設活用に係る基本的な方針及び検討の枠組みを整理する。
(2) 加工施設活用に向けた現状及び市場等の調査・整理
· 町内の農産物、生産・加工・販売の状況及び関連する市場動向等について調査を行い、加工施設活用検討の前提となる情報を整理する。
· 町・関係事業者へのヒアリング等による課題・ニーズの把握を行うとともに、民間事業者に対するプレサウンディング調査を行う。
· 加工・商品化の候補となり得る品目に係る市場調査を行う。
(3) 加工施設の運営・事業スキームに係る計画案の作成
· 運営主体、関係者の役割分担に関する事業スキーム案を作成し、事業スキームごとの負担・リスクを整理する。
· 設備規模、体制、費用負担等に関する基本的な考え方を整理する。
· 加工施設の運営方法及び事業の進め方について、実施の基礎となる計画案を作成する。
· 次年度以降の実施設計の与件となり得るイメージ図及び前提条件をまとめる。
(4) 報告書作成
上記内容をとりまとめた報告書を作成する。
(5) 打合せ協議
本業務の実施にあたり、おおむね次の時期に打合せ協議等を行うものとする。受注者はその都度打合せ記録簿を作成し、各々確認の上保管する。また、必要に応じて町が開催する関係者会議に参加し、情報収集に努めるとともに、内容を精査した上で、成果品に反映させるものとする。
（１）業務着手時、中間打ち合わせ、成果品納入時
（２）その他、必要と認めた時

３．成果品
本業務の成果品は以下のとおりとする。
報告書			２部
イメージ図及び前提条件をまとめたもの		１部
協議記録簿		１式
上記電子成果品		１式

４．業務実施上の留意点
１）受託者は、業務の契約締結後遅滞なく、受託者が提案した企画提案書をもとに実施する。業務の詳細について宮代町と協議の上業務計画書を作成し、業務開始時までに提出すること。
２）受諾者は、本業務の履行に関し知り得た知識は、第三者に漏らしてはならない。また、委託業務の全部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
３）本業務の成果品は、所有権、使用権、版権を含め発注者に帰属するものであるため、受注者は成果品等の適正な管理に努めなければならない。また、受注者は発注者の許可なく成果品の複製、第三者への公表、提供、貸与をしてはならない。
４）受託者は、やむを得ない事情により業務を実施することが困難となったときには、遅滞なくその旨を宮代町に連絡しその指示に従うこと。
５）本仕様書に明記なき事項、並びに本業務に関して疑義を生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示に従うものとする。

